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｢源泉徴収票」が送付されます
　国民年金、厚生年金、共済組合などの老齢年金や退職年金は、税法上 ｢雑所得｣ として所得税の課税対象に
なります。公的年金等の源泉徴収票は、これらの年金を平成23年1月～12月まで受給されていた方に平成24
年1月中に送付されます。平成24年2月からの申告に必要な方は大切に保管しておいてください。
　紛失された場合は再発行ができますので、お近くの年金事務所や『ねんきんダイヤル』までお申し出ください。
　なお、「障害年金」や ｢遺族年金｣ については非課税ですので、源泉徴収票は送付されません。
【問い合わせ先】弘前年金事務所　電話0172-27-1309

｢控除証明書」について
　平成23年度の控除証明書は11月上旬に国民年金保険料を納付した方に送付しています。控除証明書につい
てのお問い合わせは以下の専用ダイヤルをご利用ください。
　控除証明書専用ダイヤル　電話　0570-070-117（ＩＰ電話等は、03-6700-1130）
　＜受付時間＞　月曜日～金曜日8:30～17:15（月曜日は19:00まで）　第２土曜日9:30～16:00
　　　　　　　　※日曜、祝日、12月29日～１月３日は休み

国民年金保険料の「免除」の申請を出し忘れていませんか
　全額免除に該当しなくても、または、却下となった場合でも一部免除を受けられることもありますので、申
請してみてはいかがでしょうか。
【問い合わせ先】市民課　電話42-2111（内線261･267）

柏地区雪捨て場の指定について
今年度より柏地区の雪捨て場を以下のとおり指定します。利用にあたっては以下の点に留意してください。

■一般住民用
　柏地区の一般住民の方は、一般住民用岩木川河川
敷雪捨場（つがる市柏桑野木田千年地内）を利用で
きます。
常時開放しておりますが、利用にあたっては、堤防
から直接投雪しないでください。

■商工業施設用
　柏地区に在する商工業施設の排雪用雪捨て場として
商工業施設用岩木川河川敷雪捨場（つがる市柏下古川
川崎地内）を利用できます。
　常時開放はせず、利用にあたっては、使用申請書を
提出していただきますので、利用を希望される商工業
者は下記へお問い合わせください。

【問い合わせ先】土木課　電話42-2111（内線391）
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　　 を快適に過ごすために除雪作業にご協力ください！

円滑な除排雪作業のためにご協力をお願いします
 深夜作業にご理解をお願いします

　朝の通勤・通学経路、歩行者の安
全確保や作業効率などの理由から、
除排雪作業は深夜・早朝行います。

 路上駐車はやめましょう

　路上駐車は除雪作業の妨げとな
り、地域全体に迷惑がかかりますの
でやめてください。事故などでやむ
を得ず路上に駐車する場合は、目印
に赤旗を立ててください。

 道路に雪を捨てないでください

　交通事故防止のため、各家庭の雪
を道路に押し出すことはおやめくだ
さい。

【問い合わせ先】　建設部土木課　道路維持係　電話42-2111（内線393）

 寄せ雪の除去にご協力をお願いします

　約374kmの道路を限られた時間
内に除雪しなければならないため、
車がすれ違いできる範囲を除雪し、
道の両脇に雪を残してしまいます。
除雪後に残る寄せ雪は各世帯で取り
除いていただくようご協力お願いし
ます。

 作業中の除雪車には
 近寄らないようにしましょう

　除雪車の前後約10ｍは死角とな
ります。また、雪の中に混じってい
る砕石、ガラス等が飛び散ることも
ありますので、30ｍ以内に近寄ら
ないようお願いします。

 消流雪溝は正しく利用しましょう

　消流雪溝は、地域の皆様の協力に
より、道路の幅を広げ、皆様の安全
確保のための施設として整備されて
おりますので、ご協力お願いしま
す。利用に際しては作業終了時、投
雪口を必ず閉める等、安全確保にご
留意のうえ、地域の施設として大切
に利用くださるようお願いします。

 通行規制にご協力をお願いします

　除雪および排雪作業を迅速かつ安
全に進めるため、道路を一時通行止
めにすることがありますのでご理解
とご協力をお願いします。

 除排雪業務  除排雪体制

　今年も雪の季節がやってきます。市では今冬の除排雪を計画して市民生活の安全が図られるよう努力してま
いりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　市では幹線道路・生活道路等の除雪延長約374㎞
を直営除雪と民間委託により行います。
　除排雪業務の実施期間は12月１日から３月31日
までとしますが、除排雪実施期間前後であっても、
降雪状況により除排雪を実施します。

● つがる市の除排雪の体制は、全区域を統括する本
部を市役所建設部土木課に設置いたします。

● 除雪パトロールは市内を巡回し、雪の状況を随時
的確に判断し、効果的な除排雪が実施できるよう
にします。



記事中に電話番号がない場合は、☎42-2111をかけ
内線番号か課名をお話しください。
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談

〈
木
造
会
場
〉
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12
月
22
日
㈭
、
１
月
13
日
㈮
午
前

10
時
〜
午
後
２
時
▽
市
役
所
２
階

相
談
室

　

行
政
相
談
委
員 

長
谷
川
正
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氏

電
話
45
・
２
９
２
９

〈
森
田
会
場
〉

●
１
月
13
日
㈮
午
前
10
時
〜
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午

　

▽
森
田
公
民
館

　

行
政
相
談
委
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藤
朋
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氏

電
話
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・
２
３
７
０

〈
稲
垣
会
場
〉
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12
月
21
日
㈬
午
前
10
時
〜
午
後
３

時
▽
稲
垣
公
民
館

　

行
政
相
談
委
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藤
田
明
夫 

氏

電
話
46
・
３
８
６
０

〈
車
力
会
場
〉
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１
月
13
日
㈮
午
前
10
時
〜
午
後
３

時
▽
む
ら
お
こ
し
拠
点
館
「
フ

ラ
ッ
ト
」
※
事
前
に
電
話
で
確
認

の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。
電
話

69
・
５
２
１
５

　

行
政
相
談
委
員 

鳴
海　

久 

氏

電
話
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・
３
５
１
４

 

人　

権　

相　

談

〈
稲
垣
会
場
〉

● 

12
月
21
日
㈬
稲
垣
公
民
館
▽
午
前

10
時
〜
午
後
３
時

問 

市
民
課
（
内
線
２
６
８
）

 

こ 

こ 

ろ 

の 

相 

談

　

眠
れ
な
い
、
う
つ
病
や
統
合
失
調

症
な
ど
の
病
気
、
人
間
関
係
、
子
ど

も
の
ひ
き
こ
も
り
な
ど
の
悩
み
を
抱

え
て
い
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

● 

１
月
５
日
㈭
午
前
10
時
〜
午
後
３

時
▽
市
役
所
１
階
健
康
推
進
課
横

相
談
室

※
事
前
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　
別
な
日
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
で

き
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

健
康
推
進
課

電
話
42
・
２
０
４
４

 

農　

家　

相　

談

　

農
地
の
売
買
、
賃
貸
借
等
に
つ
い

て
相
談
し
た
い
方
は
、
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
12
月
21
日
㈬
、
１
月
19
日
㈭

　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
▽
稲
垣
支
所

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
▽
車
力
支
所

　

な
お
、
農
業
委
員
会
事
務
局
で
は

随
時
農
家
相
談
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

問 

つ
が
る
市
農
業
委
員
会
事
務
局

(

柏
分
庁
舎
内)

電
話
25
・
３
８
２
０

献　
　

血

●
12
月
29
日
㈭
、
１
月
２
日
㈪

　

 

午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
15

分
〜
４
時
▽
イ
オ
ン
モ
ー
ルつ
が
る
柏

問 

健
康
推
進
課
（
内
線
３
０
９
）

募　
　

集

「
つ
が
る
市
文
化
賞
」

　
　
　
　

候
補
者
の
募
集

　

優
れ
た
文
化
活
動
の
実
績
を
表
し

た
市
民
を
表
彰
す
る
た
め
、
平
成
23

年
度
つ
が
る
市
文
化
賞
候
補
者
（
一

般
の
部
（
大
学
生
を
含
む)

）
を
募

集
し
ま
す
。

〈
表
彰
基
準
〉

【
文
化
功
労
賞
】

　

 　

20
年
以
上
永
年
に
わ
た
り
、
つ

が
る
市
の
文
化
振
興
の
た
め
に
寄

与
し
、
最
も
功
労
の
あ
っ
た
も
の

（
概
ね
60
歳
以
上
）

【
文
化
賞
】

• 

公
的
機
関
等
の
主
催
す
る
全
国
ま

た
は
海
外
で
の
発
表
会
に
お
い
て
、

優
れ
た
評
価
を
受
け
た
も
の

• 

公
的
機
関
等
の
主
催
す
る
東
北
地

区
の
発
表
会
等
に
お
い
て
、
最
高

賞
を
受
賞
し
た
も
の

【
文
化
奨
励
賞
】

• 
公
的
機
関
等
の
主
催
す
る
全
県
的

規
模
の
発
表
会
等
に
お
い
て
、
最

高
賞
を
受
賞
し
た
も
の

• 

永
年
に
わ
た
り
県
全
体
の
文
化
振

興
に
寄
与
し
、
そ
の
功
績
が
優
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

〈
対
象
期
間
〉

　
　

平
成
23
年
１
月
１
日
〜

　
　
　
　

平
成
23
年
12
月
31
日

〈
提
出
期
限
〉

　
　

平
成
24
年
１
月
10
日
㈫

〈
推
薦
書
類
等
〉

　

 

推
薦
書
は
文
化
課
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
結
果
に
つ
い
て
は
、
本
人

に
通
知
し
ま
す
。

 

つ
が
る
市
教
育
委
員
会

文
化
課　

電
話
49
・
１
１
９
４

「
つ
が
る
市
ス
ポ
ー
ツ
賞
」

　
　
　
　

 

候
補
者
の
募
集

　

平
成
23
年
度
つ
が
る
市
ス
ポ
ー
ツ

賞
候
補
者
を
募
集
し
ま
す
。
該
当
さ

れ
る
と
思
わ
れ
る
方
は
自
薦
、
他
薦

を
問
わ
ず
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〈
表
彰
基
準
〉

【
体
育
功
労
賞
】

 　

 　

10
年
以
上
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
指

導
育
成
ま
た
は
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と

発
展
に
貢
献
し
、
そ
の
功
績
が
顕

著
で
あ
る
も
の（
概
ね
55
歳
以
上
）

【
ス
ポ
ー
ツ
賞(

個
人
・
団
体)

】

•
県
大
会
、
東
北
大
会
等
で
優
勝

•
全
国
大
会
で
３
位
以
内

• 

国
際
大
会
（
ア
ジ
ア
・
世
界
選
手

権
大
会
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
）
で

８
位
以
内

〈
対
象
期
間
〉

　
　

平
成
23
年
１
月
１
日
〜

　
　
　
　

平
成
23
年
12
月
31
日

〈
提
出
期
限
〉

　
　

平
成
24
年
１
月
10
日
㈫

〈
推
薦
書
類
等
〉

•
推
薦
書
は
生
涯
学
習
課
に
あ
り
ま
す
。

• 

成
績
を
証
明
す
る
賞
状
の
コ
ピ
ー

等
が
必
要
で
す
。

• 

受
賞
に
つ
い
て
は
、
つ
が
る
市
教

育
委
員
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
ま

す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
結
果
に
つ
い
て
は
、

本
人
に
通
知
し
ま
す
。

 
つ
が
る
市
教
育
委
員
会　

生
涯
学
習
課　
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・
１
２
０
０
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市役所　☎42-2111

税
 

家
屋
に
係
る
届
出
に
つ
い
て

● 

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
家

屋
滅
失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
出
が
な
い
場
合
は
、
翌
年
度
の

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
た
ま
ま

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

法
務
局
に
滅
失
登
記
を
さ
れ
た
場

合
は
届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所
有

者
が
変
わ
っ
た
と
き
は
変
更
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
両
者
の
実

印
押
印
と
印
鑑
証
明
書
が
必
要
）

※ 

届
出
用
紙
は
と
も
に
税
務
課
窓
口

に
あ
り
ま
す
。

● 

家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
て
ま
だ

市
の
調
査
を
受
け
て
い
な
い
方
も

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問 

税
務
課
（
内
線
２
１
１
）

 

県
税
の
納
税
証
明
書(

自
動
車
税

 

以
外)

の
交
付
申
請
に
つ
い
て

　

納
税
証
明
書
は
、
納
税
者
の
皆
様

の
大
切
な
情
報
を
証
明
す
る
も
の
で

す
。
本
人
（
法
人
の
場
合
は
代
表

者
）
以
外
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、
代
理
人
の
申
請
で
あ
る
こ
と
の

確
認
を
厳
格
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

代
理
人
が
交
付
申
請
を
行
う
場
合

に
は
、
次
の
も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

① 

委
任
者
の
登
録
の
あ
る
印
鑑
（
委

任
者
が
法
人
の
場
合
は
登
録
の
あ

る
代
表
者
の
印
鑑
）

② 

委
任
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書
（
発

行
後
、
３
カ
月
以
内
の
も
の
。
法

人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
の
印
鑑

登
録
証
明
書
）

③ 

委
任
状(

申
請
書
の
「
委
任
に
関

す
る
事
項
」
欄
を
使
用
で
き
ま
す)

④ 

代
理
人
の
印
鑑
お
よ
び
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
被
保
険
者
証
な
ど
）

⑤ 

青
森
県
収
入
証
紙
（
１
部
に
つ
き

４
０
０
円
）

問 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
納
税
管
理
課

電
話
34
・
１
１
１(

内
線
２
０
５)

催 

し 

物

 

森
田
公
民
館
公
開
講
座

〈
講
演
会
〉

●
日
時
▽
１
月
14
日
㈯
午
後
１
時

●
場
所
▽
森
田
公
民
館　

大
ホ
ー
ル

● 

演
題
▽
「
弘
前
公
園　

桜
の
歴
史

と
管
理
」

●
講
師
▽
弘
前
市　

公
園
緑
地
課

　
　
　
　

小
林　

勝　

氏(

樹
木
医)

※
参
加
料
無
料
・
申
込
不
要

〈
本
の
復
活
大
作
戦
〉

　

本
の
修
復
を
体
験
す
る
講
座
で
す
。

●
日
時
▽
12
月
23
日
㈮　
　
　
　
　

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
正
午

●
場
所
▽
森
田
公
民
館

●
対
象
▽
市
内
小
学
４
年
生
以
上

●
参
加
料
▽
無
料

※ 

12
月
20
日
㈫
ま
で
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

 

森
田
公
民
館　

電
話
26
・
２
５
６
６

 

ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
講
習
会

　

冬
の
体
力
づ
く
り
と
技
術
向
上
を

目
的
に
開
催
し
ま
す
。

　

初
め
て
の
方
か
ら
上
級
者
ま
で
、

ス
タ
ッ
フ
が
丁
寧
に
指
導
し
ま
す
。

● 

日
時
▽
１
月
14
日
、
21
日
、
28
日

の
土
曜
日
３
日
間

● 

場
所
▽
ナ
ク
ア
白
神
ス
キ
ー
リ
ゾ
ー

ト
（
旧
鰺
ヶ
沢
ス
キ
ー
場
）

● 

集
合
受
付
▽
ス
キ
ー
場
ラ
ー
メ
ン

シ
ョ
ッ
プ
横
無
料
休
憩
所
内
・
午

後
６
時
〜
６
時
30
分
（
現
地
集
合
、

現
地
解
散
）

● 

参
加
対
象
▽
森
田
・
柏
地
区
の
方

で
、
ス
キ
ー
は
小
学
３
年
以
上
、

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
は
小
学
４
年
以
上

●
申
込
期
限
▽
１
月
10
日
㈫

● 

講
習
料
▽
無
料
（
リ
フ
ト
代
は
各

自
負
担
）

●
講
習
内
容

• 

ク
ラ
ス
別
に
１
日
２
時
間
程
度
の

レ
ッ
ス
ン

• 
用
具
は
各
自
準
備
。
な
い
方
は
ス

キ
ー
場
で
レ
ン
タ
ル
可(

有
料)

• 

講
習
中
の
事
故
は
、
自
己
責
任
と

し
ま
す 森

田
公
民
館　

電
話
26
・
２
５
６
６

　
　
　
　
柏　

公
民
館

電
話
25
・
２
２
０
０

そ 

の 

他

 

戦
後
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ

　
シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す

る
特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

● 

対
象
者
▽
旧
ソ
連
邦
ま
た
は
モ
ン

ゴ
ル
国
の
地
域
に
お
け
る
戦
後
強

制
抑
留
者
で
、
平
成
22
年
６
月
16

日
に
日
本
国
籍
を
有
す
る
ご
存
命

の
方
（
平
成
22
年
６
月
16
日
前
に

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
遺
族
等
は

対
象
外
）

●
受
付
期
限
▽
平
成
24
年
３
月
31
日

問 

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

電
話
０
５
７
０-

０
５
９-

２
０
４

電
話
０
３-

５
８
６
０-

２
７
４
８

広報つがる 2011.12月号19

ハタハタ遊漁者の皆さんへ
　冬になると西海岸にはハタハタが産卵のために来遊してきます。県では、水産
資源の保護などのために「青森県海面漁業調整規則」を定め、漁業者だけでなく、
広く県民の皆さんに守っていただくことを定めていますので、ご注意ください。
★ハタハタが生んだ卵（ブリコ）を採捕・所持・販売することは禁じられています。
★遊漁者が使用できる漁具・漁法は以下のもののみです。
　①竿釣り、手釣り ②たも網、叉手網、四つ手網 ③投網 ④やす、は具 ⑤徒手採捕
　※これら以外の漁具（カニ篭など）で採捕することは禁止されています。
問 農林水産課　電話42-2111（内線417）
　 西北地域県民局 地域農林水産部 鰺ケ沢水産事務所 電話0173-72-4300




